
一般社団法人京田辺市文化協会サークル規約 

 （ 目 的 ） 

第 １ 条 この規約は、本協会定款第７条に基づいて、本協会登録サークルに必要な事項を定めるものであ

る。 

 （ 登録の要件 ） 

第 ２ 条 本協会のサークル登録を受けようとするサークルは、次の要件を満たしていなければならない。 

（１） 本協会の目的に賛同し、各種事業に参加協力できるサークルであること。

（２） サークルは、政治、宗教、営利に関する目的を持たないこと。

（３） 各サークルの目的、代表者、構成員が明確であること。

（４） サークルの活動は公開できるものであり、計画的、継続的であること。

（５） サークル員は、原則として市内在住、又は在勤在学者で構成されていること。

（６） サークルは、３名以上で構成されていること。

 （ 登録の決定 ）  

第 ３ 条 新規登録を受けようとするサークルは、申請書類に必要事項を記入の上、理事長に提出し、承認

を受けなければならない。 

（１） 本協会のサークル登録は、理事会において審査し、決定する。

（２） 本協会のサークル登録期間は、申請のあった年度内とする。

 （ 登録の継続 ・ 退会 ）  

第 ４ 条 本協会のサークル登録を引き続いて受けようとする場合は、申込書（別紙１）、規約及び会員名簿

（別紙２）に会費を添えて、毎年３月３１日までに会長に提出しなければならない。 

（１） 代表者の移動等、登録内容に変更があった場合には、その都度、文書をもって会長に報告しなけれ

ばならない。 

（２） 登録されたサークルが本協会を退会する場合は、その理由を付した退会届を提出しなければならない。

（３） 登録されたサークルが、本細則に該当しなくなったとき、又は該当しないと理事会で判断した時は、登

録を取り消すものとする。 

 （ 雑  則 ）  

第 ６ 条 その他、本細則に定めの無い事項については、理事会において協議するものとする。 

附  則 

１ この細則は、平成２４年４月２７日から施行する。 

２ この細則の施行に伴い、京田辺市文化協会サークル登録規約（平成２年７月１日適用)は廃止する。 

３ この細則の一部を改正し、一般社団法人京田辺市文化協会サークル規約とする（令和 7 年 5 月 31 日）。 
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